
５号組合員用リーフレット

一般財団法人 長崎県教職員互助組合

１ ５号組合員とは

２ 利用できる互助組合事業

３ その他の事業

おしらせ

互助組合では基本理念である相互扶助の精神のもと、組合員の皆様方が安心して職務に専念
していただけるよう、各種事業の推進に努めています。

このリーフレットは、５号組合員の方が利用できる互助組合の事業を掲載しています。

なお、令和５年４月１日から、「準組合員」の名称を、「５号組合員」に変更しました。

https://www.kyogo-nagasaki.or.jp/

互助組合のLINE公式アカウントに友達登録をお願いします（裏表紙）

（令和５年度版）

《ＴＯＰＩＸ》

（互助組合ＨＰ）

検索長崎県教職員互助組合

©長崎県観光連盟

※写真掲載については長崎大司教区の許可をいただいています。

臨時的任用職員・会計年度任用職員の皆さんへ

ようこそ！

教職員互助組合へ



２ 利用できる互助組合事業

１ 「５号組合員」とは

「会員サイト」の便利機能

①モバイル会員証の表示

②提携施設の検索

③新着情報のチェック など

https://www.zenkyogo-kaiinsyo-login.com/

長崎県内のはり・きゅう・マッサージ提携施設一覧は、

上記会員サイトと互助組合ホームページに掲載しています。

組合員優待を活用して、リフレッシュ♪

（１）「全教互会員証」割引事業

互助組合の会員証を全国の提携施設・業者の窓口に提示することで、各種の割引・特典

が受けられます。

団体ID 621

パスワード 　　　　　　　　　（半角英数）

希望する 希望しない

臨時的任用職員
(欠員補充、産休・病休・育休代替等)

会計年度
任用職員

５号組合員
（要件：公立学校共済組合長崎支部の資格取得）

「互助組合のし
おり」をご覧
ください。

(申込受付後個別送付)

このリーフレットに記載の事業
のみ利用することができます。

必要
(掛金控除依頼書)

不要 不要

あり
(給与月額の7/1000)

なし なし

療養費など給付事業等の

利用を希望するか選択(※)
（一部対象外）

希望選択制

採用時に選択

申 込 書 の 提 出
（資格取得日の翌月末まで）

掛 金 の 納 入

利用できる互助事業

対 象 者

令和５年度より「準組合員」

から名称変更しました。

※選択にあたっては、令和5年3月10日付 4長教互第 号「臨時的任用職員の互助組合員資格の

拡充について（通知）」又は、互助組合ホームページを参照のうえ、ご検討ください。



など

クロスワードパズル

の応募可能！
当選者には抽選で

図書カードを進呈！

表紙写真や組合員の

声を募集しています！

福利厚生に関する

事業や情報を掲載

https://www.kyogo-nagasaki.or.jp/

県教育庁福利厚生室及び公立学校共済組合長崎支部、そして互助組合が共同発行する広報

誌には、事業報告、募集・紹介、組合員の声や教職員の生活に有益な情報を掲載しています。

表紙写真や組合員の声などの投稿、クロスワードパズルの応募が可能です。

①互助組合へ郵送（ハガキ・封書）
②互助組合ホームページ投稿応募フォーム

← 投稿募集の詳細はこちら

（２）期間限定優待情報

互助組合ホームページに「期間限定優待情報」を掲載中。協力企業から提供していただいた

期間限定のお得な情報を随時更新します。(会員証事業とは別事業です）

パスワード 　　　　　　　　　（半角英数）

（３）じゃらんコーポレートサービス

じゃらんコーポレートサービスの限定プランを利用できます。

https://jcs.jalan.net/bw/bwp0100/bww0101.do

ログインID Nagasaki

パスワード 　　　　　　　　　（半角英数）

初回利用時に掲載のID、パスワードとは別に「リクルートID」の登録が必要です。

（５）広報誌「グッとスマイル長崎」 年４回、５月・８月・１1月・2月に配布

（４）スポーツクラブ「ルネサンス」法人割引

スポーツクラブルネサンスが法人会員価格で利用できます。

利用方法：入会時に「法人会員として利用したい」と伝え、

「公立学校共済組合長崎支部の組合員証」を提示

← 割引内容等詳細は互助組合のホームページに掲載しています。

【発行月】

5月、8月、11月、2月



E-Mail ： s40079☆pref.nagasaki.lg.jp
（「☆」を「＠」に置き換えてください）

互助組合のLINE公式アカウント

友達登録をお願いします！

「友達追加」から

↓下記アカウントを検索

QRコードを読み込んで登録

優待情報や各事業の案内等を

リアルタイムにお届け♪

メニューをタップするだけで、
・互助組合ホームページ

・優待情報

・会員証割引事業

・Q＆A

・お問合せ

のページが表示されます。

互助組合に関係するメッセージを

送ると関連する内容が自動返信

されます。

（注）この機能は自動返信ですので、

個別案件や質問等は電話や

メールで互助組合まで直接

お問合せください。

（６）ランチセミナー

▪ホテル厳選のランチと生活に役立つセミナーを実施。

▪広報誌やホームページを通じて募集します。

参加費は互助組合からの補助はなく、家族の参加費と同額です。

３ その他の事業

公立学校共済組合給付金の送金事務
公立学校共済組合から給付金がある場合は、互助組合員と同様に５号組合員の方へも

互助組合から送金します

①送金日…毎月１０日ごろ

（給付金がある場合は、「給付金決定通知書」を所属へ送付します）

②注意点…互助組合から送金されますが、公立学校共済組合が給付したものです。

おしらせ

〒８５０－８５６６（個別番号）

TEL ０９５－８２４－４７２１

FAX ０９５－８２５－４７９２

長崎市尾上町３番１号 県教育庁福利厚生室内

一般財団法人

長崎県教職員互助組合

【業務時間】午前９時から午後５時４５分まで

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

🔍 互助組合ホームページ

https://www.kyogo-nagasaki.or.jp/


